
 

審第６１４１号－１ 
答 申 第 ３ ８ １ 号 
令和８年３月１８日 

 
千葉県知事 熊谷 俊人 様  

 

千葉県個人情報保護審議会 
会 長  石 井  徹 哉  

 
 

審査請求に対する裁決について（答申） 
 
 令和６年８月１６日付け○○セ第○○号による下記の諮問について、別紙のと

おり答申します。 

記 
諮問第３４８号 
 令和６年６月１１日付けで審査請求人から提起された、令和６年３月１９日付

け○○セ第○○号－２で行った保有個人情報開示決定に係る審査請求に対する裁

決について 
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諮問第３４８号 

 

答  申 

 

１ 審議会の結論 

  千葉県知事（以下「実施機関」という。）が令和６年３月１９日付け○○

セ第○○号－２で行った保有個人情報開示決定（以下「本件決定」という。）

につき、審査請求人が開示すべきとし、実施機関がなお不開示とすべきとし

ている部分について、千葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）

は、次のとおり判断する。 

  実施機関の決定は妥当である。 

 

２ 審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、令和６年２月１４日付けで、実施機関に対し、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第

７６条第１項の規定により、「請求者（○○）の○○年○○月から○○年

○○月までの○○に関し、通報に関する資料、指定医による診察に関する

資料、○○の決定に関する資料、入院中の指定医による診察に関する資料、

退院請求に関する資料、入院時・入院中・退院時の○○における審査記録、

入院中の請求者の医療記録、○○解除決定に関する資料を含む一切の記

録・資料」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

（２）実施機関は、本件開示請求に対し、「退院等の請求に係る資料の提供に

ついて（送付）」（以下「本件文書１」という。）、「退院等の請求に係る意

見聴取について」（以下「本件文書２」という。）、「退院等の請求に係る○

○の審査結果について（通知）」（以下「本件文書３」という。）、「退院等

の請求の審査結果について（通知）」（以下「本件文書４」という。）、「○

○の定期病状報告書について（送付）」（以下「本件文書５」という。）及

び「○○の定期病状報告書について（送付）」（以下「本件文書６」といい、

本件文書１から５までと併せて「本件文書」という。）に記録された保有

個人情報を特定し、その一部を不開示とする本件決定を行った。 

（３）審査請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規

定により、実施機関に対し、令和６年６月１１日付けで、本件決定につい

て審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

（４）実施機関は、本件審査請求を受けて、法第１０５条第３項による読み替

え後の同条第１項の規定により、令和６年８月１６日付け○○セ第○○号

で審議会に諮問した。 
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３ 審査請求人の主張要旨 

（１）審査請求人は、審査請求書において、おおむね以下のとおり主張してい

る。 

  ア 本件審査請求の趣旨 

    本件決定のうち、次の不開示部分の開示を求める。 

  （ア）本件文書１の不開示部分全部（ただし、指定医の氏名・印影、陳述

者の氏名・続柄を除く） 

  （イ）本件文書３のうち 

    ａ 「執行文」の「理由要旨」 

    ｂ 「案文」の「理由要旨」 

    ｃ 「退院請求の概要」の「備考」 

    ｄ 「意見聴取実施報告書」の「生活歴及び現病歴」、「被聴取者（請

求者以外）からの意見」及び「請求者からの聴取内容のうち、担当

委員の所見、意見聴取全体を通しての担当委員の所見及び調査委員

の見解」 

    ｅ 「意見書（病院管理者等）」の「意見内容」 

    ｆ 「○○に基づく事前審査書」の「２．調査時の状況等のうち、家

族構成、家庭の状況、生活歴等、申請・通報等をされた原因（言

動・経緯）、現在の状況等、現在までの主な治療歴」 

    ｇ 「○○に関する診断書（１通目）」の「病名及びＩＣＤカテゴリ

ー、重大な問題行動に関する判定、現在の○○症状、その他の重要

な症状、問題行動等、現在の状態像に関する判定、診察時の特記事

項」及び「生活歴及び現病歴」 

    ｈ 「○○に関する診断書（２通目）」の「病名及びＩＣＤカテゴリ

ー、重大な問題行動に関する判定、現在の○○症状、その他の重要

な症状、問題行動等、現在の状態像に関する判定、診察時の特記事

項」及び「生活歴及び現病歴」 

  （ウ）本件文書４のうち「退院等の請求に係る○○の審査結果について

（通知）」の「理由要旨」 

  （エ）本件文書５のうち「○○の定期病状報告書（○○年○○月）」の

「病名及びＩＣＤカテゴリー、入院期間の履歴、○○後の治療の内容

とその結果、今後の治療方針、処遇、看護及び指導の現状に関する判

定、重大な問題行動に関する判定、現在の○○症状、その他の重要な

症状、問題行動等、現在の状態像に関する判定、診察時の特記事項」

及び「生活歴及び現病歴」 

  （オ）本件文書６のうち「○○の定期病状報告書（○○年○○月）」の

「病名及びＩＣＤカテゴリー、入院期間の履歴、○○後の治療の内容
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とその結果、今後の治療方針、処遇、看護及び指導の現状に関する判

定、重大な問題行動に関する判定、現在の○○症状、その他の重要な

症状、問題行動等、現在の状態像に関する判定、診察時の特記事項」

及び「生活歴及び現病歴」 

  イ 本件審査請求の理由 

  （ア）本件不開示処分に至る経緯 

     審査請求人は、審査請求人の認識によれば、○○年○○月○○日○

○、自宅近くのコンビニエンスストアにいたところ、○○の通報によ

り臨場した警察官に身柄を拘束され、翌○○日に○○に入院させられ

た。 

     審査請求人は、自分が○○となった理由を知るため、千葉県に対し

保有個人情報の開示請求を行ったが、肝心の理由部分が全て不開示と

された。 

     ○○という重大な処分を受けたにもかかわらず、その理由を全く知

ることができないのは、日本国憲法の定める適正手続の保障（３１

条）、知る権利（２１条１項）及び自己情報コントロール権（１３条）

の重大な侵害であり、到底承服できないので、本審査請求に及ぶ。 

     なお、審査請求人は、不開示情報のうち、関係者の氏名等個人を識

別できる情報については開示を求めない。 

  （イ）一部不開示の理由について（総論） 

    ａ 本件審査請求で開示を求める一部不開示処分の理由は、法７８条

１項７号柱書に該当するというものである。 

      同号柱書の「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、当該事務又は事業が、根拠

規定や趣旨に照らし、開示の必要性等の種々の利益衡量をしたうえ

で適正な遂行といえるものでなければならない。 

      また、単に行政機関においてそのおそれがあると判断するだけで

はなく客観的にそのおそれがあると認められることが必要である。 

      さらに、「支障」の程度は、名目的なものでは足りず、実質的な

ものでなければならず、「おそれ」の程度も、抽象的なものでは足

りず、法的保護に値する蓋然性が必要である。 

      したがって、７号柱書を理由とする不開示部分については、不開

示とした場合に害される法益との利益衡量を行い、当該○○手続の

「適正な遂行」かどうか検討し、それが肯定される場合でも、「支

障」を及ぼす「おそれ」が抽象的なものにとどまらず実質的・客観

的に認められる場合でない限り、開示しなければならない。 

    ｂ 本件審査請求にかかる不開示部分の不開示理由は概ね共通してお
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り、○○に関する情報を開示すると、「通報内容及び調査内容に不

満や疑念を抱いた者からの誹謗中傷や不当な圧力を考慮して」、情

報提供者（陳述者、医師その他関係者）が情報提供や診察・意見の

表明を「躊躇するおそれ」があり、○○に関する「業務の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある」というものである。 

      しかしながら、ここでいう「通報内容及び調査内容に不満や疑念

を抱いた者」とは、意に反して○○させられた者すなわち審査請求

人を指していると解されるところ（それ以外に不満や疑念を抱く者

は想定し難い）、本件開示請求で審査請求人は、情報提供者の氏

名・所属・続柄など個人が識別できる情報については開示を求めて

いない。審査請求人は、自分が○○となった具体的な理由を知りた

いだけであり、「誰が」という情報の開示を求めるものではない。 

      したがって、本件開示請求にかかる情報を開示しても情報提供者

は特定されないから、情報提供者が「誹謗中傷や不当な圧力」を受

ける具体的危険はない。 

      誹謗中傷や不当な圧力を受ける具体的危険がない以上、「躊躇す

るおそれ」も仮定的で抽象的なおそれにとどまるのであり、不開示

理由に該当しない。 

      また、本件不開示情報に関する○○はすでに○○年○○月に解除

されているから、○○に関する「業務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれ」は生じない。 

      したがって、本件開示請求にかかる不開示情報は、いずれも法７

８条１項７号柱書の不開示理由に該当しないから、開示しなければ

ならない。 

    ｃ 本件開示請求は、○○という重大な行政措置の具体的理由の開示

を求めるものであり、○○が適正に行われたことを本人に対し明ら

かにする必要性は高く、請求人の権利利益を保護するために特に必

要であるから、仮に不開示情報に該当するとしても、裁量的に開示

すべきである（法８０条）。 

  （ウ）実施機関の開示しない理由について 

    ａ 本件決定に記載された開示しない理由（３）について 

      「通報者から正確な情報を聴取することができなくなるおそれ」

及び「事前調査に対する対象者からの協力が得られなくなるおそれ」

は、いずれも抽象的なものにとどまり具体的・客観的なおそれでは

ない。 

      これらの「おそれ」は、「通報内容及び調査内容に不満を抱いた

者からの誹謗中傷や不当な圧力」がなされるかもしれないという抽
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象的な仮定を前提としており、仮定のうえに抽象的な「おそれ」が

あるだけでは、不開示理由に該当しない。 

      通報者や調査対象者の個人を識別できる情報（氏名や続柄など）

の開示は求めないので、通報者や調査対象者に対し直接に「誹謗中

傷や不当な圧力」がなされることは考えられない。 

      また、本件○○はすでに解除されているから、今後、「通報者か

らの正確な情報を聴取することができなくなる」おそれや「事前調

査に対する対象者からの協力が得られなくなるおそれ」は生じない

し、「通報内容の整理が困難になること」も「調査者による○○の

適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなること」も起こり得

ないことであり、「○○業務の適正な遂行に支障を及ぼす」おそれ

はない。 

    ｂ 本件決定に記載された開示しない理由（５）について 

      「当該医師が医学的知見に基づく客観的な診断を躊躇するおそれ」

や「○○の適否に係る公正で客観的な診断が行われなくなるおそれ」

は、いずれも抽象的なものにとどまり具体的・客観的なおそれでは

ない。 

      これらの「おそれ」は、「通報内容及び調査内容に不満を抱いた

者からの誹謗中傷や不当な圧力」がなされるかもしれないという抽

象的な仮定を前提としており、仮定のうえに抽象的な「おそれ」が

あるだけでは、不開示理由に該当しない。 

      通報者や調査対象者の個人を識別できる情報（氏名や続柄など）

の開示は求めないので、通報者や調査対象者に対して直接に「誹謗

中傷や不当な圧力」がなされることは考えられない。 

      また、当該医師は、○○に必要な法定の手続の一環として診察す

る職責を有しているのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不

当な圧力」を仮定して「医学的知見に基づく客観的な診断を躊躇」

したり「○○の適否に係る公正で客観的な診断」を行わなくなった

りすることは、その職責に照らし許されないことであり、不開示の

正当な理由にならないというべきである。 

      加えて、本件○○はすでに解除されているので、今後これらのお

それが生じることはなく、「○○業務の適正な遂行に支障を及ぼす」

おそれは生じない。 

    ｃ 本件決定に記載された開示しない理由（６）について 

      「陳述者が○○に必要な事実を提供することを躊躇するおそれ」

及び「○○指定医による○○の適否に係る公正で客観的な診断が行

われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なものにとどまり、具体
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的・客観的なおそれではない。 

      また、○○指定医（以下、「指定医」という。）は、○○に必要な

法定の手続の一環として診察する職責を有しているのであるから、

情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考慮して「○○の適否

に係る公正で客観的な診断」を行わなくなるようなことは、その職

責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならない

というべきである。 

      しかも、すでに○○が解除されている以上、今後これらのおそれ

が生じることはなく、「○○業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れ」は生じない。 

    ｄ 本件決定に記載された開示しない理由（８）について 

      「今後○○委員が公正で客観的な判断をすることを躊躇するおそ

れ」や「○○への適切な医療の提供及び保護の視点に立った退院請

求等審査が行われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なものにと

どまり、具体的・客観的なおそれではない。 

      また、○○委員は、○○に必要な法定の手続の一環として審査を

行うのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考

慮して「公正で客観的な判断をすることを躊躇する」ことは、その

職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならな

いというべきである。 

      加えて、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」は生じない。 

    ｅ 本件決定に記載された開示しない理由（１０）について 

      「今後関係者からの情報提供等、退院請求等審査への十分な協力

が得られず、正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○○によ

る退院請求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる」お

それは、いずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそ

れではない。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」は生じない。 

    ｆ 本件決定に記載された 開示しない理由（１２）について 

      「記録者が意見聴取において被聴取者等から正確な情報を聴取す

ることを躊躇し、また、退院請求等審査に必要な事実を提供するこ

とを躊躇するおそれ」や「○○による退院請求の適否に係る公正で

客観的な判断が行われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なもの
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にとどまり、具体的・客観的なおそれではない。 

      また、○○委員は、○○に必要な法定の手続の一環として記録を

行うのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考

慮して「被聴取者等から正確な情報を聴取することを躊躇」したり、

「退院請求等審査に必要な事実を提供することを躊躇」したりする

ことは、その職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な

理由にならないというべきである。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じない。 

    ｇ 本件決定に記載された開示しない理由（１３）について 

      「被聴取者が正確な情報や率直な意見を述べることを躊躇するな

ど、今後退院請求等審査に対して被聴取者からの十分な協力が得ら

れず、正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○○による退院

請求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる」おそれは、

いずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではな

い。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」は生じない。 

    ｈ 本件決定に記載された開示しない理由（１４）について 

      「聴取者たる○○委員が正確な情報や率直な意見を述べることを

躊躇するなど、意見聴取の手続を簡略化ないしは形骸化させるおそ

れ」や「○○による退院請求の適否に係る公正で客観的な遂行に支

障を及ぼすおそれ」はいずれも抽象的なものにとどまり、具体的・

客観的なおそれではない。 

      また、○○委員は、○○に必要な法定の手続の一環として所見や

見解を示すのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」

を考慮して「正確な情報や率直な意見を述べることを躊躇」したり、

「意見聴取の手続を簡略化ないし形骸化」したりすることは、その

職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならな

いというべきである。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じない。 

    ｉ 本件決定に記載された開示しない理由（１５）について 

      「意見者が正確な情報や率直な意見を述べることを躊躇するなど、
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今後退院請求等審査に対して意見者からの十分な協力が得られず、

正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○○による退院請求の

適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる」おそれは、いず

れも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではない。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じない。 

    ｊ 本件決定に記載された 開示しない理由（１６）について 

      「診察した医師や病院管理者等が医学的知見に基づく客観的な診

断をすることを躊躇するおそれ」、「○○に対する適正な医療の提供

や退院支援に支障が生じるおそれ」、「報告内容が簡略化ないしは形

骸化することで、○○による報告内容の適否に係る公正で客観的な

判断が行われなくなるおそれ」及び「○○の権利擁護及び適正な医

療の確保といった○○の目的が十分に達成できなくなる」おそれは、

いずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではな

い。 

      また、医師や医療管理者は、○○に必要な法定の手続の一環とし

て診断や情報提供をし、○○は、○○に必要な法定の手続の一環と

して判断をするのであるから、「誹謗中傷や不当な圧力」を嫌って

「医学的知見に基づく客観的な診断をすることを躊躇」したり、

「○○に対する適正な医療の提供や退院支援に支障」を生ぜしめた

り、「報告内容を簡略化ないしは形骸化」したりすることは、その

職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならな

いというべきである。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「○○の権利擁護及

び適正な医療の確保といった○○の目的が十分に達成できなくなる

等、○○業務の退院請求等審査業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それ」は生じない。 

    ｋ 本件決定に記載された開示しない理由（１７）について 

      「陳述者ないしは報告者が診察に必要な事実を提供することを躊

躇するおそれ」、「○○指定医による定期病状報告に係る公正で客観

的な診断が行われず、○○に対する適正な医療の提供や退院支援に

支障が生じるおそれ」、「診察自体や報告内容が簡略化ないし形骸化

することで、○○による報告内容の適否に係る公正で客観的な判断

が行われなくなるおそれ」及び「○○の権利擁護及び適正な医療の

確保といった○○の目的が十分に達成できなくなる」おそれは、い
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ずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではない。 

      また、医師や医療管理者は、○○に必要な法定の手続の一環とし

て診断や情報提供をし、○○は、○○に必要な法定の手続の一環と

して判断をするのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な

圧力」を考慮して「診察に必要な事実を提供することを躊躇」した

り、「定期病状報告に係る公正で客観的な診断が行われ」なかった

り、「○○に対する適正な医療の提供や退院支援に支障」を生ぜし

めたり、「報告内容を簡略化ないしは形骸化」したりすることは、

その職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にな

らないというべきである。 

      しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだか

ら、今後これらのおそれが生じることはなく、「○○の権利擁護及

び適正な医療の確保といった○○の目的が十分に達成できなくなる

等、○○業務の退院請求等審査業務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それ」は生じない。 

    ｌ 小括 

      以上から、不開示理由はいずれも法７８条１項７号柱書に該当し

ないから、本件請求にかかる不開示情報は開示されなければならな

い。 

  （エ）開示の必要性 

     審査請求人は、○○により意に反して○○させられ○○もの長期間

にわたり行動の自由を著しく制限されるという極めて重大な不利益処

分を受けたのであるから、その○○の具体的理由を知ることは重要な

権利である。 

     すでに○○が終了して一定の時間が経過しており、当該○○にかか

る事務に今後支障が生じることはない。 

     にもかかわらず、本件不開示処分により、未だ○○に至った理由を

知ることができないというのは、適正手続の保障（憲法３１条）、自

己情報を知る権利（同２１条１項）及び自己情報をコントロールする

権利（同１３条）を著しく侵害するものである。 

     本件開示請求にかかる不開示情報を開示して○○の具体的理由を本

人に示すことこそ○○の権利擁護に資するものである。不開示情報を

開示すればその内容に不満や疑念を抱いた本人が「誹謗中傷や不当な

圧力」を及ぼすかのような偏見のもとで「業務の適正な遂行に支障が

及ぶ」とすることは、○○に対する差別的な対応であるといわざるを

えない。 

  （オ）以上から、審査請求人は、前記ア記載のとおり不開示部分の開示を
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求める。 

（２）また、審査請求人は、反論書において、おおむね以下のとおり主張して

いる。 

   後記４（３）アからシまでに対し、以下のとおり反論する。 

  ア はじめに 

    本件決定の不開示部分にかかる不開示理由は、法７８条１項７号柱書

に該当するというもののみであった。 

    ところが、今般の弁明書においては、上記不開示理由に加えて、新た

に法７８条１項２号、同３号ロ、同６号を加えた。このような不開示理

由の変遷は、本来開示すべき個人情報を、十分に検討することなく不開

示としたものであり、合理的な不開示理由がないことを推認させる事情

であることを指摘しておく。 

    以下、弁明書記載の不開示理由について反論する。 

  イ 法７８条１項２号について 

  （ア）処分庁は、「開示することにより、他の情報と照合することによっ

て、特定されるおそれがあり、陳述者や指定医に関する情報が特定さ

れる可能性もある」（７頁９行以下）とし、指定医が作成した診断書

の筆跡、もしくは所属機関のホームページ上の氏名・顔写真等との照

合により指定医を特定することが可能であるとする。 

     しかしながら、本件開示請求では、情報提供者の氏名・所属・続柄

など個人が識別できる情報については開示を求めていないのだから、

診断医の筆跡だけでは他の情報と照合しても個人を特定することはで

きない。しかも、診断書の一部開示部分にはすでに審査請求人の氏名

や住所などについて診断医の筆跡と思われる文字が開示されているか

ら、処分庁が「筆跡によって個人が特定される可能性がある」などと

考えていないことは明らかである。 

     また、不開示部分の多くは印字による記載であるから、印字部分を

開示しても筆跡により個人が特定されるということはない。 

     筆跡によって個人が特定されるおそれがあるとすれば、署名部分で

あろうが、署名部分は不開示で構わない。 

  （イ）開示請求対象の情報の中に第三者を識別することができる情報があ

れば該当部分だけ不開示とすれば足りるのであって、項目全体や段落

全体を不開示とすることは広範に過ぎ、過度の不開示は違法である。

本件不開示部分の多くは、開示されているタイトルや項目に照らせば、

第三者識別情報でない情報が多く含まれていると推測されるにもかか

わらず、広範なマスキングがされており、違法である。 

  （ウ）仮に、法７８条１項２号に該当する場合でも、同号イないしハに該
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当する場合は、情報を開示しなければならない。 

     とりわけ、当該情報が地方公務員の職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に

係る部分は開示しなければならない（同号ハ）。 

  （エ）以上から、２号不開示事由は理由がない。 

  ウ 法７８条３号ロについて 

  （ア）所論は、「通報者や調査対象者から陳述のあった被診察者の生活歴

及び現病歴の情報については、被診察者には明かされないという前提

の下で提供されたもの」であるとして、法７８条１項３号ロの「法人

等又は個人における通例として開示しないこととされているもの」に

該当すると主張する。 

  （イ）しかしながら、３号事由は、その柱書にあるとおり「法人その他の

団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報」又は

「開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報」に関す

るものであり、その趣旨は、公の機関以外（主に民間）の法人等の活

動や個人の事業活動を保護するためのものである。 

     本件審査請求において開示を求める情報は、民間の法人や個人事業

主の事業活動に関する情報ではないから、そもそも該当しない。 

  （ウ）また、同号ロは、行政機関等の要請を受けて「任意に提供されたも

の」を対象としているから、法律上行政機関への情報提供が義務付け

られていて、その権限により行政機関が情報を収集する場合は除かれ

る。 

     ○○手続きにおける２名の指定医による診断に係る情報、○○の要

否の判定は、退院請求にかかる○○の審査内容等は、任意に提供され

た情報ではなく、法律上行政機関への提供が義務付けられている情報

であるから、３号ロには該当しない。 

  （エ）仮に、３号に該当する情報であるとしても、「人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる

情報」については、常に開示しなければならない（３号但書）。 

     本件で、審査請求人がいかなる理由で○○となったのか、その具体

的内容を本人が知ることは、自分の置かれた状況を知ることであり、

社会の中で自律的に生活していくうえで必要かつ重要な権利法益であ

るから、不開示は認められない。 

  （オ）以上から、３号不開示事由は理由がない。 

  エ 法７８条６号について 

  （ア）所論は、「開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決
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定の中立性が不当に損なわれるおそれ」（６号）を理由とする。 

  （イ）しかしながら、同号の趣旨は、行政機関等としての最終的な決定前

の事項に関する情報（意思形成過程情報）を時期尚早な段階で開示す

ることによって、その意思決定が損なわれないようにすることにある。 

     したがって、国や地方公共団体の内部又は相互間における審議、検

討又は協議に関する情報でなければ該当しない。 

     また、意思形成過程情報であるから、最終的に意思決定された情報

は含まれない。 

     さらに、行政機関等による意思形成過程情報であっても、「中立性

が不当に損なわれるおそれ」が要件であり、「中立性」と「不当性」

が要件であって、単に意見交換や意思決定が損なわれるおそれがある

というだけでは、該当しない。 

  （ウ）本件における一部不開示情報は、開示された部分から推測する限り、

「行政機関」による「意思形成過程情報」で意思決定の「中立性」が

「不当」に損なわれるという条件を満たす情報があるとは考え難い。 

     よって、６号不開示事由は理由がない。 

  オ ７号事由を含む不開示理由全般に見られる○○に対する差別偏見 

  （ア）弁明書では、「陳述内容に不満や疑念を抱いた者が、内容の真偽や

詳細を確認するために、その陳述者や指定医のところに直接出向いた

り、電話等で説明を求めたり、抗議したりする等のほか、誹謗中傷や

不当な圧力が加えられるおそれは否定できず」（７頁１４行以下）、

「情報開示による誹謗中傷や不当な圧力を受ける具体的危険はないと

は言い切れない」（１２頁１～２行）、「当該情報は開示することによ

り内容に不満や疑念を抱いた者から、関係機関に対し記載内容の真偽

や詳細確認をするため、直接出向いたり、電話等で説明を求めたり、

抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力が加えられるおそれ

は否定できない」（１２頁１３行以下）、「情報開示による誹謗中傷や

不当な圧力を受ける具体的危険性がないとは言い切れない」（１３頁

下から１２行以下）、「当該情報を開示すると、審査請求人と被聴取者

の間で軋轢を生じ、誹謗中傷や不当な圧力が生じることは否定できず」

（１４頁７行以下）、「所見や見解に不満や疑念を抱いた者が内容の真

偽や詳細確認するため、○○委員の所属へ直接出向いたり、電話等で

説明を求めたり、抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力が

加えられるおそれは否定できず」（１５頁８行以下）、「誹謗中傷や不

当な圧力を受ける具体的危険はないとは言い切れない。内容の真偽や

詳細確認するため、○○委員の所属へ直接出向いたり、電話等で説明

を求めたり、抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力を受け
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る具体的危険はないとは言い切れず」（１５頁下から８行以下）、「当

該情報を開示すると、内容に不満や疑念を抱いた者と病院管理者との

間で軋轢を生じることは否定できず、内容の真偽や詳細確認をするた

め、直接出向いたり、電話等で説明を求めたり、抗議したりする等の

ほか、誹謗中傷や不当な圧力が加えられるおそれは否定できない」

（１６頁１２行以下）、「当該情報を開示すると、内容に不満や疑念を

抱いた者と当該医師等との間に軋轢が生じ、誹謗中傷や不当な圧力に

より」（１７頁１１頁）、「当該情報を開示すると、陳述者に対し、不

満や疑念を抱いた者から誹謗中傷や不当な圧力により」（１９頁１２

行以下）などと、情報を開示することによって、審査請求人本人から

情報提供者が違法・不当な不利益を被るおそれを問題にする。 

     その意味するところは、○○させられた○○は不満をもって情報提

供者や関係機関に対して違法・不当な行為に出るであろうということ

であり、○○に対する偏見ないし差別思想に基づくものといわざるを

えない。本件で具体的にそのような危険が想定される事情は全くない。 

     ○○となった本人が、○○解除後に、○○の理由を確認するために、

自身に関する情報部分を開示請求しているにもかかわらず、実質的部

分を全く開示せず、不開示の理由として、繰り返し、不満を抱いた本

人が関係者に違法不当な働きかけをすることの危険性を強調すること

は、○○に対する偏見差別の現れであり、○○法、○○法及び○○法

の基本理念に著しく反する。 

  （イ）○○法は、「○○を掲げる。 

     「○○。」 

     そして、国と地方公共団体の責務として、○○が定められている。 

  （ウ）また、○○法は、○○を目的とする」（１条）。 

     そして、都道府県には、法律の実施に関し、次の責務がある（２条

２項）。 

     「○○。」 

  （エ）これらの法律と相まって○○法は、○○を目的とし（１条）、地方

公共団体の義務（２条）として、「○○が社会復帰をし、自立と社会

経済活動への参加をすることができるように努力する」と定めている。 

     かかる法の理念に照らせば、○○に至った経緯や○○中の本人に関

する情報について、○○後に本人が知ることは当然の権利であり、通

報者や関係機関等の協力を得られなくなることを理由として、措置解

除後にもかかわらず本事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれを生じ

させるとか、将来の同種の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるという理由で不開示にすることは、○○に関する上記各法律の基
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本理念に反しており、もはや適正な事務の遂行とは言い難く、不開示

の正当な理由として認められないというべきである。 

  カ 結語 

    以上のとおりであるから、処分庁の弁明はいずれも理由がなく、不開

示部分を速やかに開示するよう求める。 

 

４ 実施機関の弁明要旨 

  実施機関は、弁明書において、おおむね以下のとおり主張している。 

（１）弁明の趣旨 

   本件審査請求は、これを棄却することが相当である。 

（２）処分の内容及び理由 

  ア 処分の内容 

  （ア）審査請求に係る処分 

     本件審査請求に係る処分は、本件決定である。 
  （イ）保有個人情報開示請求について 

     審査請求人は、令和６年２月１４日付け保有個人情報開示請求書に

おいて、本件開示請求を請求内容とする保有個人情報開示請求を行っ

た。 

  （ウ）保有個人情報の特定及びそれが記録された行政文書の内容について 

    ａ 保有個人情報の特定について 

      本件開示請求を受け、本件文書に記録された保有個人情報を特定

し、本件決定を行った。 

    ｂ 行政文書の内容 

    （ａ）本件文書１は、審査請求人からの退院等の請求に対する審査を

実施するにあたり、○○年○○月○○日付け○○セ第○○号の依

頼を受けて、○○保健所が○○に関する資料を送付した内容の文

書である。 

    （ｂ）本件文書２は、○○が退院等の請求に対する審査を実施するに

あたり、退院請求者及び入院先病院管理者、家族等に退院等の請

求に係る意見聴取の実施を通知した内容の文書である。 

    （ｃ）本件文書３は、○○が退院等の請求の審査結果を実施機関に通

知した内容の文書である。 

    （ｄ）本件文書４は、実施機関が退院等の請求の審査結果を退院請求

者及び入院先病院管理者、家族等に通知する内容の文書である。 

    （ｅ）本件文書５及び６は、病院管理者から保健所に提出のあった○

○たる審査請求人の定期病状報告書を送付した文書である。 

    ｃ 事務の内容 
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      本件文書１から４までは、審査請求人が当事者として、○○にな

り、退院等の請求を行ったため、当該患者に関する資料として、請

求受理の直近１年以内のものについては当該書類を○○に提出を求

め、審査及び結果通知をするにあたり参考とされたものである。本

件文書５及び６は、○○たる審査請求人の病状について、○○に基

づく定期の報告として作成されたものである。 

  イ 本件決定に関して、上記ア（ウ）で特定した本件文書における不開示

部分及び不開示理由は本件決定のとおりである。 

（３）本件決定の妥当性について 

  ア 一部不開示の理由について（総論） 

  （ア）審査請求人は、本件審査請求で開示を求める一部不開示処分の理由

は、法７８条１項７号柱書に該当するというものである。同号柱書の

「当該事務または事務の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれ」とは、当該事務又は事業が、根拠規定や趣旨に照

らし、開示の必要性等の種々の利益衡量をしたうえで適正な遂行とい

えるものでなければならない。また、単に行政機関においてそのおそ

れがあると判断するだけではなく客観的にそのおそれがあると認めら

れることが必要である。さらに、「支障」の程度は、名目的なもので

は足りず、実質的なものでなければならず、「おそれ」の程度も、抽

象的なものでは足りず、法的保護に値する蓋然性が必要である。した

がって、７号柱書を理由とする不開示部分については、不開示とした

場合に害される法益との利益衡量を行い、当該○○手続きの「適正な

遂行」かどうか検討し、それが肯定される場合でも、「支障」を及ぼ

す「おそれ」が抽象的なものにとどまらず実質的・客観的に求められ

る場合でない限り、開示しなければならないと主張している。 

     しかしながら、○○は○○に基づいて、医療及び保護のため、○○

を都道府県知事の権限で入院させる制度である。都道府県知事は、○

○に規定されている申請、通報等を受け、調査の上必要があると認め

るときは、２名以上の指定医による診察をさせなければならない。 

     この申請・通報等は、○○の発動につながり得る情報であり、虚偽

の申請を行った場合は罰則が設けられている等、真に適正に行われな

ければならない。通報者から率直かつ正確な情報を聴取する必要があ

る。 

     また、診察を行う指定医は都道府県知事が個別の事案ごとに診察を

行うことを委嘱した指定医であり、厚生労働大臣の定める基準に従い、

当該診察をした者が○○であり、かつ医療及び保護のために入院させ

なければ○○かどうかの判定を行わなければならない。都道府県知事
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は、個別の指定医に患者を診察させることとなるが、この指定医は、

知事の指定する日時、場所等において○○を診断するが、この診断は、

通常医師が患者の求めに応じて行う診断とは異なり、診断内容を患者

又はその家族に知らせる義務を負うものではなく、命令者たる知事に

診断内容を報告することのみをもって足りるとされている。 

     ○○の要否の判定は、患者の人権確保の観点からも厳に適正でなけ

ればならないことは当然であり、判定の基準が設けられていることも

この要請に沿うものであるが、最終的には個々の指定医の診断行為に

よるものであるだけに、他にも、以下のような十分な配慮が行われな

ければならない。実際に診察を行う２名以上の指定医の選定にあたっ

ては、原則として同一の医療機関に所属する指定医を選定しないこと

とするとともに、○○決定後の入院先は当該指定医の所属医療機関を

できるだけ避けるように配慮することが必要である。 

     都道府県知事が○○させることができるのは、２名以上の指定医の

診断結果が、○○という点で一致した時に限られており、２名以上の

指定医による医学的な判断に基づいて、厳正に○○の要否を決定して

いる。 

     ○○にあたり通報者や調査対象者（以下、４において「陳述者」と

いう。）から陳述のあった被診察者の生活歴及び現病歴の情報につい

ては、被診察者には明かされないという前提の下で提供されたもので

あり（法第７８条１項３号ロ 開示しないとの条件で任意に提供され

たものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこと

とされているものに該当）、この前提が保障されない場合、今後陳述

者が、実施機関に対して信頼をなくし、意見を述べることを躊躇し、

協力を拒否することは否定できない。将来の○○業務の適正な遂行に

著しく支障をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがある（法第７８条１項７号柱書に該当）。 

     また、○○の診断に係る情報については、被診察者の意思とは関わ

りなく○○の要否を決定するために行われ、その結果によっては被診

察者に不利益処分がなされるものである性質上、被診察者に診断内容

を開示する前提では診断書の作成を行っておらず、当該情報を開示す

ると、今後当該指定医になろうとするものが、率直な意見を述べるこ

とを躊躇し、○○の適否に係る公正で客観的な診断が行われなくなる

おそれが生じることは否定できず、将来の○○業務の適正な遂行に著

しく支障をきたし、もしくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある。 

     また、○○に規定される退院等の請求（以下、「退院等請求」とい
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う。）については、○○の人権に配慮した処遇の確保を図るために設

けられた制度であり、入院や入院生活に納得のいかない場合には、入

院患者又はその家族等から退院や病院の処遇の改善を指示するよう、

都道府県知事に請求することができる制度である。都道府県知事が、

入院患者又はその家族等から退院等請求を受けたときに、その内容を

○○に通知して審査を求め、その審査結果に基づき、○○にあっては

○○解除をし、その他の入院患者にあっては○○の管理者に対して退

院命令をし、また○○の管理者に対して処遇改善命令を行う。都道府

県知事は当該患者に関する資料として、請求受理の直近一年以内のも

のについては当該書類を○○へ提出し、その審査の参考とされる。法

第７８条１項７号柱書に加え、法７８条１項６号の相互間における審

議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、

又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあ

るものに該当する。 

     したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  （イ）審査請求人は、本件審査請求にかかる不開示部分の不開示理由は概

ね共通しており、○○に関する情報を開示すると、「通報内容及び調

査内容に不満や疑念を抱いた者からの誹謗中傷や不当な圧力を考慮し

て」、情報提供者（陳述者、医師その他関係者）が情報提供や診察及

び意見の表明を「躊躇するおそれ」があり、○○に関する「業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」というものである。しかしな

がら、ここでいう「通報内容及び調査内容に不満や疑念を抱いた者」

とは、○○させられた者すなわち審査請求人を指していると解される

ところ（それ以外に不満や疑念を抱く者は想定し難い）、本件開示請

求で審査請求人は、情報提供者の氏名、所属及び続柄など個人が識別

できる情報については開示を求めていない。審査請求人は、自分が○

○となった具体的な理由を知りたいだけであり、「誰が」という情報

の開示を求めるものではない。したがって、本件開示請求にかかる情

報を開示しても情報提供者は特定されないから、情報提供者が「誹謗

中傷や不当な圧力」を受ける具体的危険はない。誹謗中傷や不当な圧

力を受ける具体的な危険がない以上、「躊躇するおそれ」も仮定的で

抽象的なおそれにとどまるのであり、不開示理由に該当しない。また、

本件不開示情報に関する○○はすでに○○年○○月に解除されている

から、○○に関する「業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生

じない。したがって、本件開示請求にかかる不開示情報は、いずれも

法７８条１項７号柱書の不開示理由に該当しないから、開示しなけれ
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ばならないと主張している。 

     しかしながら、本人の同意なくその者を診察、入院させることのあ

る事務である性質上、当該情報の中には被通報者及び被診察者たる審

査請求人の認識とは異なる内容や意に沿わない内容が含まれているこ

とがある。当該情報は被診察者には明かされないという前提の下で提

供されたものである（法第７８条１項３号ロ 開示しないとの条件で

任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として

開示しないこととされているものに該当）。本件開示請求で審査請求

人は、情報提供者の氏名、所属及び続柄など個人が識別できる情報に

ついては開示を求めていない、とのことだが、開示することにより、

他の情報と照合することによって特定されるおそれがあり、陳述者や

指定医に関する情報が特定される可能性がある。例えば、診察を行っ

た指定医によっては、その診断書の筆跡、もしくは所属機関のホーム

ページ上の氏名及び顔写真等の掲載情報等との照合により特定される

ことが可能である。当該情報を開示することによって、陳述内容に不

満や疑念を抱いた者が、内容の真偽や詳細を確認するために、その陳

述者や指定医のところに直接出向いたり、電話等で説明を求めたり、

抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力が加えられるおそれ

は否定できず、法第７８条１項２号に該当の審査請求人以外の個人の

権利利益を害するおそれがある。また、審査請求人は、本件に関する

○○はすでに解除されているから、業務の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれは生じない、とのことだが、今後も、開示されないという前提

が保証されない場合、将来の○○業務の適正な遂行に著しく支障をき

たし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがある。 

     したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  （ウ）審査請求人は、本件開示請求は、○○という重大な行政措置の具体

的理由の開示を求めるものであり、○○が適正に行われたことを本人

に対し明らかにする必要性は高く、請求人の権利利益を保護するため

に特に必要であるから、仮に不開示情報に該当するとしても、裁量的

に開示すべきである（法８０条）。 

     しかしながら、前述のとおり法第７８条１項７号柱書当該事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、加えて法第７８条１項第２

号開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ、法第７８条１項

第３号ロ行政機関の等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に

提供されたもの等であること、法７８条１項６号の審議、検討又は協

議に関する情報であって、開示することにより、意思決定の中立性が
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不当に損なわれるおそれ等があるものに該当することを勘案すると、

当該情報を開示する特段の必要性があるとは認められない。 

  イ 本件決定の開示しない理由（３）について 

    ・法第７８条１項第３号ロに該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「通報者から正確な情報を聴取することができなくな

るおそれ」及び「事前調査に対する対象者からの協力が得られなくなる

おそれ」は、いずれも抽象的なものにとどまり具体的・客観的なおそれ

ではない。これらの「おそれ」は「通報内容及び調査内容に不満を抱い

た者からの誹謗中傷や不当な圧力」がなされるかもしれないという抽象

的な仮定を前提としており、仮定のうえに抽象的な「おそれ」があるだ

けでは、不開示理由に該当しない。通報者や調査対象者の個人を識別で

きる情報（氏名や続柄など）の開示は求めないので、通報者や調査対象

者に対し、直接に「誹謗中傷や不当な圧力」がなされることは考えられ

ない。また、本件○○はすでに解除されているから、今後、「通報者か

らの正確な情報を聴取することができなくなる」おそれや「事前調査に

対する対象者からの協力が得られなくなるおそれ」は生じないし、「通

報内容の整理が困難になること」も「調査者による○○の適否に係る公

正で客観的な判断が行われなくなること」も起こり得ないことであり、

「○○業務の適正な遂行に支障を及ぼす」おそれはない、と主張してい

る。 

    しかしながら、当該情報については、陳述者から陳述のあった内容に

ついては、被通報者には開示されないという前提の下で提供されたもの

であり、この前提が保障されない場合、今後陳述者が実施機関に対して

信頼をなくし、意見を述べることを躊躇し、協力を拒否することは否定

できない。それは、内容のみの開示で陳述者の氏名や続柄といった個人

情報は開示されない前提であったとしても同様であり、また、他の情報

と照合することによって個人が特定される可能性があり、審査請求人以

外の個人の権利利益を害するおそれがある。さらに、将来の○○業務の

適正な遂行に著しく支障をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  ウ 本件決定の開示しない理由（５）について 

    ・法第７８条１項第３号ロに該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 
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    審査請求人は、「当該医師が医学的知見に基づく客観的な診断を躊躇

するおそれ」や「○○の適否に係る公正で客観的な診断が行われなくな

るおそれ」は、いずれも抽象的なものにとどまり具体的・客観的なおそ

れではない。これらの「おそれ」は、「通報内容及び調査内容に不満を

抱いた者からの誹謗中傷や不当な圧力」がなされるかもしれないという

抽象的な仮定を前提としており、仮定のうえに抽象的な「おそれ」があ

るだけでは、不開示理由に該当しない。通報者や調査対象者の個人を識

別できる情報（氏名や続柄など）の開示は求めないので、通報者や調査

対象者に対し直接に「誹謗中傷や不当な圧力」がなされることは考えら

れない。また、当該医師は、○○に必要な法定の手続きの一環として診

察する職責を有しているのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不

当な圧力」を仮定して「医学的知見に基づく客観的な診断を躊躇」した

り「○○の適否に係る公正で客観的な診断」を行わなくなったりするこ

とは、その職責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由に

ならないというべきである。加えて、本件○○はすでに解除されている

ので、今後、これらのおそれが生じることはなく「○○業務の適正な遂

行に支障が及ぼす」おそれは生じない、と主張している。 

    しかしながら、本人の意思とはかかわりなく○○の要否を決定するた

めの診断書である性質上、当該情報の中には被診察者の認識とは異なる

内容や意に沿わない内容が含まれていることがある。都道府県知事は、

個別の指定医に患者を診察させなければならないが、この指定医は、知

事の指定する日時、場所において○○を診断するが、この診断は、通常

医師が患者の求めに応じて行う診断とは異なり、診断内容を患者又はそ

の家族に知らせる義務を負うものではなく、命令者たる知事に診断内容

を報告することのみをもって足りるとされており、○○業務の性質上、

指定医氏名および診断内容が不開示であることを前提として○○を行っ

ている。当該情報を開示すると、今後、当該指定医になろうとする者が

意見を述べることを躊躇し、○○の適否に係る公正で客観的な診断が行

われなくなるおそれが生じることは否定できず、それは診断内容のみの

開示であって指定医氏名は不開示であったとしても同様である。所属し

ている指定医の氏名や顔写真を公開している機関もあることから、筆跡

を含め他の情報と照合することで、当該指定医を特定するおそれがあり、

将来の○○業務の適正な遂行に著しく支障をきたし、若しくは形骸化し、

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  エ 本件決定の開示しない理由（６）について 

    ・法第７８条１項第３号ロに該当 
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    ・法第７８条１項第２号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「陳述者が○○に必要な事実を提供することを躊躇す

るおそれ」及び「○○指定医による○○の適否に係る公正で客観的な診

断が行われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なものにとどまり、具

体的・客観的なおそれではない。また、○○指定医は○○に必要な法定

の手続の一環として診察する職責を有しているのであるから、情報開示

による「誹謗中傷や不当な圧力」を考慮して「○○の適否に係る公正で

客観的な診断」を行わなくなるようなことは、その職責に照らし許され

ないことであり、不開示の正当な理由にならないというべきである。し

かも、すでに○○が解除されている以上、今後これらのおそれが生じる

ことはなく、「○○業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じな

い、と主張している。 

    しかしながら、当該情報の陳述者から陳述のあった内容については、

被診察者には開示されないという前提の下で提供されたものであり、こ

の前提が保障されない場合、今後陳述者が実施機関に対して信頼をなく

し、意見を述べることを躊躇し、協力を拒否することは否定できない。

それは内容のみの開示で陳述者の氏名や続柄といった個人情報は開示さ

れない前提であったとしても同様であり、また、他の情報と照合するこ

とによって個人が特定される可能性があり、審査請求人以外の個人の権

利利益を害するおそれがある。さらに、将来の○○業務の適正な遂行に

著しく支障をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  オ 本件決定の開示しない理由（８）の該当性について 

    ・法第７８条１項６号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    審査請求人は、「今後○○委員が公正で客観的な判断をすることを躊

躇するおそれ」や「○○への適切な医療の提供および保護の視点に立っ

た退院請求等審査が行われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なもの

にとどまり、具体的・客観的なおそれではない。また、○○委員は、○

○に必要な法定の手続の一環として審査を行うのであるから、情報開示

による「誹謗中傷や不当な圧力」を考慮して、「公正で客観的な判断を

することを躊躇する」ことは、その職責に照らし許されないことであり、

不開示の正当な理由にならないというべきである。加えて、すでに○○

が解除され審査請求人は退院しているのだから、今後これらのおそれが



22 

生じることはなく、「退院請求等審査業務の適正な遂行に支障をおよぼ

すおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、本人の同意なく知事の命令により行われる○○の性質

及び○○に対して不服があり退院を求める退院等請求の性質からして、

○○が引き続き現在の入院形態での入院が適当であると判断したことを

鑑みると、当該情報の中には審査請求人の認識とは異なる内容や意に沿

わない内容が含まれていることが考えられる。 

    当該情報は、○○に基づく調査結果や○○の診断書、関係者からの意

見書、意見聴取から得た情報等を、○○委員が医学的知見に基づき判断、

作成したもので、法第７８条１項６号の審議、検討又は協議に関する情

報にあたり、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、将来の退院等請求審

査業務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある。 

    また、所属している指定医の氏名や顔写真を公開している機関もある

ことから、他の情報と照合することによって、○○委員が特定される可

能性があるため、情報開示による誹謗中傷や不当な圧力を受ける具体的

危険はないとは言い切れない。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  カ 本件決定の開示しない理由（１０）について 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「今後関係者からの情報提供等、退院請求等審査への

十分な協力が得られず、正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○

○による退院請求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる」

おそれは、いずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれ

ではない。しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているの

だから、今後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業

務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、当該情報は開示することにより内容に不満や疑念を抱

いた者から、関係機関に対し記載内容の真偽や詳細確認をするため、直

接出向いたり、電話等で説明を求めたり、抗議したりする等のほか、誹

謗中傷や不当な圧力が加えられるおそれは否定できない。今後、関係者

となるものからの情報提供等、退院等請求審査への十分な協力が得られ

ず、正確な事実の把握が困難になるおそれがあり、○○による退院等請

求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる等のおそれが生じ、

将来の退院等請求審査業務の適正な遂行に著しく支障をきたし、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 
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  キ 本件決定の開示しない理由（１２）について 

    ・法第７８条１項６号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    審査請求人は、「記録者が意見聴取において被聴取者等から正確な情

報を聴取することを躊躇し、また、退院請求等審査に必要な事実を提供

することを躊躇するおそれ」や「○○による退院請求の適否に係る公正

で客観的な判断が行われなくなる」おそれは、いずれも抽象的なものに

とどまり、具体的・客観的なおそれではない。 

    また、○○委員は、○○に必要な法定の手続きの一環として記録を行

うのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考慮して、

「被聴取者等から正確な情報を聴取すること躊躇」したり、「退院等請

求審査に必要な事実を提供することを躊躇」したりすることは、その職

責に照らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならないとい

うべきである。しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院してい

るのだから、今後、これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等

審査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じないと主張する。 

    しかしながら、当該情報は、意見聴取及び退院等請求審査に際して○

○委員が記録した生活歴や○○に至る経緯等に関する情報であり、事前

に得た情報（当該患者に係る請求受理直近１年以内の当該書類等）およ

び意見聴取で整理された事実、経緯等を○○委員がまとめたものである。

○○委員は公正で客観的な退院等請求審査が行われることを意図して作

成した当該情報には審査請求人の認識と異なる内容や意に沿わない内容

が含まれていることがある。 

    当該情報は法第７８条１項６号の審議、検討又は協議に関する情報に

あたり、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれがある。また、将来の退院等請求審査業

務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある。 

    また、他の情報と照合することによって、被聴取者、陳述者、調査対

象者、○○委員が特定される可能性があるため、情報開示による誹謗中

傷や不当な圧力を受ける具体的危険はないとは言い切れない。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  ク 本件決定の開示しない理由（１３）について 

    ・法第７８条１項第３号ロに該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「被聴取者が正確な情報や率直な意見を述べることを
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躊躇するなど、今後退院請求等審査に対して被聴取者からの十分な協力

が得られず、正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○○による退

院請求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる。」おそれは、

いずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではない。

しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだから、今

後これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業務の適正な

遂行に支障をおよぼすおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、本人の同意なく知事の命令により行われる○○の性質

や、○○に対して不服があり退院を求める退院等請求の性質からして、

審査請求人と認識が異なる内容や意思に反する内容が含まれていること

がある。退院等請求に係る意見聴取は、被聴取者ごとに個別に行ってお

り、開示されないという前提で○○委員の聴取に対し被聴取者が率直に

意見を述べている。当該情報を開示すると、審査請求人と被聴取者の間

で軋轢を生じ、誹謗中傷や不当な圧力が生じることは否定できず、他の

情報と照合することによって、被聴取者が特定されるおそれがあり、情

報開示により審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 

    また、今後も開示されないという前提が保障されない場合、被聴取者

が実施機関に対して信頼をなくし、意見を述べることを躊躇し、協力を

拒否すること等将来の退院等請求審査業務の適正な遂行に著しく支障を

及ぼすおそれ、当該事務又は事業の形骸化を招くおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  ケ 本件決定の開示しない理由（１４）について 

    ・法第７８条１項６号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    審査請求人は、「聴取者たる○○委員が正確な情報や率直な意見を述

べることを躊躇するなど、意見聴取の手続を簡略化ないしは形骸化させ

るおそれ」や「○○による退院請求の適否に係る公正で客観的な遂行に

支障を及ぼすおそれ」はいずれも抽象的なものにとどまり、具体的・客

観的なおそれではない。 

    また、○○委員は、○○に必要な法定の手続きの一環として所見や見

解を示すのであるから、情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考

慮して「正確な情報や率直な意見を述べることを躊躇」したり、「意見

聴取の手続を簡略化ないしは形骸化」したりすることは、その職責に照

らし許されないことであり、不開示の正当な理由にならないというべき

である。しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだ

から、今後、これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業
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務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、まず、前記ア（ア）で述べたとおり、退院等請求は、

本人等の請求に基づいて行われる審査であり、「○○委員は○○に必要

な法定の手続きの一環として所見や見解を示す」のではない。また、本

人の同意なく知事の命令により行われる○○の性質及び○○に対して不

服があり退院を求める退院等請求の性質からして、○○への適切な医療

の提供および保護のため、聴取した○○委員は、審査請求人の認識とは

異なる内容や意思に反する所見や見解を表明することがある。○○委員

については、他の情報と照合することによって特定される可能性があり、

所見や見解に不満や疑念を抱いた者が内容の真偽や詳細確認をするため、

○○委員の所属へ直接出向いたり、電話等で説明を求めたり、抗議した

りする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力が加えられるおそれは否定でき

ず、○○委員の日常業務や生活に影響をきたし、委員を継続することが

困難になるおそれがある。 

    今後、聴取者たる○○委員となる者が正確な情報や率直な意見を述べ

ることを躊躇するおそれが生じることだけでなく、○○委員になること

そのものに躊躇し、○○を組織すること自体が困難となるおそれが生じ

ることは否定できず、将来の退院等請求審査業務の適正な遂行に著しく

支障をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある。 

    また、当該情報は法第７８条１項６号の審議、検討又は協議に関する

情報にあたり、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、将来の退院請求等

審査業務の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある。 

    また、当該情報は他の情報と照合することによって、被聴取者、陳述

者、○○委員が特定される可能性があり、特定された個人が誹謗中傷や

不当な圧力を受ける具体的危険はないとは言い切れない。内容の真偽や

詳細確認をするために、特定された個人のところへ直接出向いたり、電

話等で説明を求めたり、抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧

力を受ける具体的危険はないとは言い切れず、法第７８条１項２号に該

当の審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  コ 本件決定の開示しない理由（１５）の該当性について  

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「意見者が正確な情報や率直な意見を述べることを躊

躇するなど、今後退院請求等審査に対して意見者からの十分な協力が得

られず、正確な事実の把握が困難になるおそれ」や「○○による退院請
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求の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなる」おそれは、いず

れも抽象的なものにとどまり、具体的、客観的なおそれではない。 

    しかも、すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだから、

今後、これらのおそれが生じることはなく、「退院請求等審査業務の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、当該情報の中には病院管理者が、審査請求人が行った

退院請求に関して率直に意見を述べており、審査請求人と認識が異なる

内容や意思に反する内容が含まれている。当該情報を開示すると、内容

に不満や疑念を抱いた者と病院管理者の間で軋轢を生じることは否定で

きず、内容の真偽や詳細確認をするため、病院へ直接出向いたり、電話

等で説明を求めたり、抗議したりする等のほか、誹謗中傷や不当な圧力

が加えられるおそれは否定できない。また、今後、病院管理者が率直に

意見を述べることを躊躇し、または退院等請求に係る審査を行う○○に

対し協力を拒否する等、将来の退院等請求審査業務の適正執行に著しく

支障をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  サ 本件決定の開示しない理由（１６）の該当性について 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「診察した医師や病院管理者等が医学的知見に基づく

客観的な診断をすることを躊躇するおそれ」、「○○に対する適正な医療

の提供や退院支援に支障が生じるおそれ」、「報告内容が簡略化ないしは

形骸化することで、○○による報告内容の適否に係る公正で客観的な判

断が行われなくなるおそれ」及び「○○の権利擁護及び適正な医療の確

保といった○○の目的が十分に達成できなくなる」おそれは、いずれも

抽象的なものにとどまり、具体的・客観的なおそれではない。 

    また、医師や医療管理者は、○○に必要な法定の手続の一環として診

断や情報提供をし、○○は、○○に必要な法定の手続きの一環として判

断をするのであるから、「誹謗中傷や不当な圧力」を嫌って「医学的知

見に基づく客観的な診断をすることを躊躇」したり、「○○に対する適

正な医療の提供や退院支援に支障」を生ぜしめたり、「報告内容を簡略

化ないしは形骸化」したりすることは、その職責に照らしゆるされない

ことであり、不開示の正当な理由にならないというべきである。しかも、

すでに○○が解除され審査請求人は退院しているのだから、今後、これ

らのおそれが生じることはなく、「○○の権利擁護及び適正な医療の確

保といった○○の目的が十分に達成できなくなる等、○○業務の退院請

求等審査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは」は生じないと主張
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している。 

    しかしながら、本人の同意なく知事の命令により行われる○○の性質

であることを鑑みると、診断における診察医師と審査請求人との間で病

識の認識について相違する内容や、退院意思とは反する内容を当該情報

に含むことがある。当該情報を開示すると、内容に不満や疑念を抱いた

者と当該医師等の間に軋轢が生じ、誹謗中傷や不当な圧力により今後、

診察医師になろうとするものが意見を述べることを躊躇し、○○継続の

適否に係る公正で客観的な診断が行われなくなるおそれが生じることは

否定できず、報告を受け審査をする○○業務の適正な遂行に著しく支障

をきたし、若しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある。 

    また、審査請求人が当該病院に入院していたため、他の情報との照合

により、診察医師の識別ができ、また推測するおそれがある。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

  シ 本件決定の開示しない理由（１７）の該当性について 

    ・法第７８条１項第３号ロに該当 

    ・法第７８条１項第２号に該当 

    ・法第７８条１項７号柱書に該当 

    審査請求人は、「陳述者ないしは報告者が診察に必要な事実を提供す

ることを躊躇するおそれ」、「○○指定医による定期病状報告に係る公正

で客観的な診断が行われず、○○に対する適正な医療の提供や退院支援

に支障が生じるおそれ」、「診察自体や報告内容が簡略化ないし形骸化す

ることで、○○による報告内容の適否に係る公正で客観的な判断が行わ

れなくなるおそれ」及び「○○の権利擁護及び適正な医療の確保といっ

た○○の目的が十分に達成できなくなる」おそれは、いずれも抽象的な

ものにとどまり、具体的・客観的なおそれではない。また、医師や医療

管理者は、○○に必要な法定の手続の一環として診断や情報提供をし、

○○は○○に必要な法定の手続の一環として判断をするのであるから、

情報開示による「誹謗中傷や不当な圧力」を考慮して「診察に必要な事

実を提供することを躊躇」したり、「定期病状報告に係る公正で客観的

な診断が行われ」なかったり、「○○に対する適正な医療の提供や退院

支援に支障」を生ぜしめたり、「報告内容を簡略化ないしは形骸化」し

たりすることは、その職責に照らし許されないことであり、不開示の正

当な理由にならないというべきである。しかも、すでに○○が解除され

審査請求人は退院しているのだから、今後、これらのおそれが生じるこ

とはなく、「○○の権利擁護及び適正な医療の確保といった○○の目的

が十分に達成できなくなる等、○○業務の退院請求等審査業務の適正な
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遂行に支障を及ぼすおそれ」は生じないと主張している。 

    しかしながら、まず、○○の定期病状報告は、○○に規定される定期

の報告であり、○○の管理者は、○○の症状その他報告事項を、入院年

月日から起算して六月を経過するまでの間は三月ごとに都道府県知事に

報告しなければならず、都道府県知事はその報告を受けたときに、その

内容を○○に通知し審査を求めることとされている。これらは退院等請

求がなされているかどうかにかかわらず行われる定期の報告等の審査で

ある。よって「情報提供」が目的ではなく、また、「○○業務の退院請

求等審査業務」には含まれない。退院等請求があった場合に、当該報告

を審査の参考とする場合もあるが、審査請求人に関しては、○○年○○

月○○日に退院請求を受理し、○○年○○月○○日に意見聴取を実施の

上で○○年○○月○○日に審査を行っている。○○から提出された定期

の報告は、○○年○○月および○○年○○月のものであり、審査請求人

の退院請求審査においては参考として扱っていない。 

    また当該情報には、○○実施時点で陳述者が公正で客観的な○○が行

われることを意図して述べた生活歴及び現病歴が含まれていることがあ

り、当該情報については、陳述者から陳述のあった内容については、被

診察者には開示されないという前提で提供されたものであることから、

この前提が保障されない場合、今後陳述者が実施機関や○○に対して信

頼をなくし、意見を述べることを躊躇し、協力を拒否することは否定で

きない。それは内容のみの開示で陳述者の氏名や続柄といった個人情報

は開示されない前提であったとしても同様であり、また、他の情報と照

合することによって個人が特定される可能性があり、審査請求人以外の

個人の権利利益を害するおそれがある。さらに、本人の同意なく知事の

命令により行われる○○の性質からして、当該情報の中には審査請求人

の認識とは異なる内容や意に沿わない内容が含まれていることが考えら

れる。そして、当然のことながら、定期病状報告に係る診察を行う医師

は、被診察者には開示されないという前提で陳述者から提供された情報

を元に診察及び報告を行っており、陳述者から正確かつ詳細な情報が得

られない場合、定期病状報告に係る定期の診察及びその報告は、意見を

述べることが難しくなり、○○継続の適否に係る公正で客観的な診断が

行われなくなるおそれが生じることは否定できない。 

    これらのことから、当該情報を開示すると、陳述者に対し、不満や疑

念を抱いた者から誹謗中傷や不当な圧力により、今後、陳述者となろう

とするものが○○の定期の報告に係る診察に必要な事実を提供すること

を躊躇するおそれが生じることは否定できず、定期病状報告に係る診察

を行う医師は、診察や報告内容が簡略化ないし形骸化することで、○○
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による報告内容の適否に係る公正で客観的な判断が行われなくなるおそ

れ及び○○の権利擁護及び適正な医療の確保といった○○の目的が十分

に達成できなくなり、○○業務の適正な執行に著しく支障をきたし、若

しくは形骸化し、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある。 

    なお、これらは虚偽の報告ではない以上、定期病状報告に係る診察を

行う医師及び病院管理者、○○委員の職責上の不当には該当しない。 

    したがって、当該情報を不開示としたことは、不当ではない。 

 

５ 審議会の判断 

（１）本件審査請求の趣旨について 

  ア 実施機関は、本件開示請求に対し、本件決定を行ったと認められる。 

  イ 審査請求人は、前記３（１）アのとおり、実施機関が本件決定で不開

示とした情報のうち、一部について開示することを求めているので、以

下、審査請求人が開示を求めている情報について検討する。 

（２）本件決定の不開示情報について 

  ア 本件文書について 

    本件文書１は、審査請求人からの退院等の請求に対する審査を実施す

るにあたり、○○年○○月○○日付け○○セ第○○号の依頼を受けて、

○○保健所が○○に関する資料を送付した内容の文書であると認められ

る。 

    本件文書２は、○○が退院等の請求に対する審査を実施するにあたり、

退院請求者及び入院先病院管理者、家族等に退院等の請求に係る意見聴

取の実施を通知した内容の文書であると認められる。 

    本件文書３は、○○が退院等の請求の審査結果を実施機関に通知した

内容の文書であると認められる。 

    本件文書４は、実施機関が退院等の請求の審査結果を退院請求者及び

入院先病院管理者、家族等に通知する内容の文書であると認められる。 

    本件文書５及び６は、病院管理者から保健所に提出のあった○○たる

審査請求人の定期病状報告書を送付した文書であると認められる。 

  イ 不開示情報について 

    本件文書のうち、実施機関が本件決定において不開示とした情報は、

別表の番号（以下、単に「番号」という。）１から５４までのとおりで

あり、審査請求人が前記３（１）アで開示を求めている情報を審議会と

して、次に掲げるとおりに分類した。 

  （ア）実施機関が関係機関等から聴取した情報（番号１、２２、２５、２

６、２８及び３１。以下「本件聴取等情報」という。） 
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  （イ）実施機関が行った評価、判定、診断等に関する情報（番号３から６

まで、１５、１８、２７、３３から３６まで、４５、４８、４９、５

２及び５３。以下「本件診断等情報」という。） 

  ウ 不開示情報該当性について 

  （ア）本件聴取等情報について 

    ａ 本件聴取等情報は、実施機関が、審査請求人の○○に際しての事

前調査のために関係機関等から審査請求人について聴取した情報や、

審査請求人からの退院等の請求に関して関係機関等とやり取りした

際の情報と認められる。 

      実施機関は、本件聴取等情報について、法第７８条第１項第７号

に該当し、不開示が相当であると主張するので、以下、検討する。 

    ｂ 本件聴取等情報は、前記ａのとおりであり、当該情報を開示した

場合、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、情報収集に支

障を来すなど、適切な措置がとれなくなるおそれがあるといえるこ

とから、○○業務の目的が達成できなくなり、又は○○業務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

      したがって、当該情報は、法第７８条第１項第７号に該当し、不

開示が相当である。 

  （イ）本件診断等情報について 

    ａ 本件診断等情報は、○○に関する指定医による診断に関する情報

や、○○業務に際して実施機関が行った評価、判定に関する情報と

認められる。 

      実施機関は、本件診断等情報について、法第７８条第１項第７号

に該当し、不開示が相当であると主張するので、以下、検討する。 

    ｂ 本件診断等情報のうち指定医による診断に関する情報 

      本件診断等情報のうち、番号３から６まで、３３から３６まで、

４８、４９、５２及び５３には○○に関する指定医による診断に関

する情報が記録されており、当該情報を開示すると、指定医は、今

後、本人の感情や反応を考慮して、記載内容を開示されたとしても

差し障りのない内容にする等、簡略化する事態が想定され、その結

果、診断書等の記載内容が形骸化し、○○に関する業務の今後の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

      したがって、当該情報は、法第７８条第１項第７号に該当し、不

開示が相当である。 

    ｃ 本件診断等情報のうち評価、判定に関する情報 

      本件診断等情報のうち、番号１５、１８及び２７には、実施機関

が審査請求人を評価した情報が記録されている。 
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      ○○は、本人の意に反しても行うことのできる○○であり、その

性質上、本人と実施機関との間に軋轢を生むおそれのあるものであ

り、当該情報を開示すると、実施機関の業務に支障を及ぼす行為が

行われるおそれがあるといえるため、○○業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあると認められる。 

      したがって、当該情報は、法第７８条第１項第７号に該当し、不

開示が相当である。 

（３）法第８０条該当性について 

   審査請求人は、前記３（１）イ（イ）ｃにおいて、法第８０条に基づく

裁量的開示を求めており、審議会が前記（２）において不開示としたこと

は妥当であると判断した部分のうち番号３、５、３３及び３５の「現在の

状態像」について、審議会が事務局職員を通じて実施機関に確認したとこ

ろ、○○が一部改正されたことに伴い、令和５年４月１日以降、○○の決

定の際に入院理由を相手方に通知することが義務付けられたとのことであ

る。 

   そうすると、本件の○○の決定時には、本人に入院理由を通知すること

が法的には義務付けられていなかったものの、その後の法律の改正等によ

って現在では本人に入院理由を通知すべきものとされていることを考慮す

ると、実施機関の現時点における対応としては、番号３、５、３３及び３

５の「現在の状態像」について開示することが望ましい。 

（４）結論 

   以上のことから、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

   なお、審査請求人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の

判断に影響を及ぼすものではない。 

 

６ 審議会の処理経過 

  審議会の処理経過は、次のとおりである。 

 

審 議 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

令和６年 ８月１６日 諮問書（弁明書の写しを含む。）の受理 

令和６年 ９月１８日 反論書の受理 

令和７年１２月１８日 審議（令和７年度第８回第２部会） 

令和８年 １月２９日 審議（令和７年度第９回第２部会） 
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令和８年 ２月２６日 審議（令和７年度第１０回第２部会） 

 

千葉県個人情報保護審議会第２部会 

 

  



33 

別表 

番 

号 

行

政 

文

書 

頁 文書名 不開示部分 

実施機 

関の不 

開示理 

由 

審議会に 

よる区分 

１ 

対
象
文
書
１ 

２ 

○○に基づく事

前調査書 

「２．調査時の状況

等」のうち、家族構

成、家庭の状況、生

活歴等、申請・通報

等をされた原因（言

動・経緯）、現在の状

況等、現在までの主

な治療歴 

第７号 

 

本件聴取

等情報 

２ ３ 

「２．調査時の状況

等」のうち、事前調

査にあたっての陳述

者 

― 

３ 

４ 
○○に関する診

断書（1通目） 

○○指定医の氏名及

び印影、病名及びＩ

ＣＤカテゴリー、重

大な問題行動に関す

る判定、現在の○○

症状、その他の重要

な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項 

本件診断

等情報

（ただし

指定医の

氏名及び

印影を除

く） 

４ 生活歴、現病歴 
本件診断

等情報 
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５ 

対
象
文
書
１ 

５ 
○○に関する診

断書（2通目） 

○○指定医の氏名及

び印影、病名及びＩ

ＣＤカテゴリー、重

大な問題行動に関す

る判定、現在の○○

症状、その他の重要

な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項 
第７号 

本件診断

等情報

（ただし

指定医の

氏名及び

印影を除

く） 

６ 

生活歴、現病歴並び

に陳述者氏名及び続

柄 

本件診断

等情報 

（ただ

し、陳述

者氏名及

び続柄を

除く） 

７ 

対
象
文
書
２ 

３ 起案文別記 

意見聴取担当委員の

氏名 
― 

８ 
家族等の氏名及び続

柄 
第２号 ― 

９ ４ 

施行文 

意見聴取担当委員の

氏名（１枚目） 
第７号 ― 

10 

４ 

・ 

７ 

家族等の氏名及び続

柄（１、４枚目） 
第２号 ― 

11 ８ 

案文 

意見聴取担当委員の

氏名（案１） 
第７号 ― 

12 

８ 

・ 

11 

家族等の氏名及び続

柄（案１、４） 
第２号 ― 
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13 

対
象
文
書
３ 

１ 

・ 

２ 

起案文 
○○委員の印影及び

所属合議体名 

第７号 

― 

14 

３ 

・ 

４ 

施行文 

○○会長の氏名及び

意見聴取担当委員の

所属合議体名 

― 

15 理由要旨 
本件診断

等情報 

16 
参考意見（病院管理

者宛て、家族宛て） 
― 

17 

５ 

・

６ 

案文 

○○会長の氏名及び

意見聴取担当委員の

所属合議体名 

― 

18 理由要旨 
本件診断

等情報 

19 
参考意見（病院管理

者宛て、家族宛て） 
― 

20 

７ 退院請求の概要 

窓口担当氏名、家族

等の氏名、続柄、電

話番号、生年月日、

年齢、住所及び郵便

番号 

第２号 ― 

21 

意見聴取担当委員の

氏名及び所属合議体

名 

第７号 ― 
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22 

対
象
文
書
３ 

７ 退院請求の概要 備考 

第７号 

本件聴取

等情報 

23 

８ 

意見聴取実施報

告書 

意見聴取担当委員の

氏名、印影及び所属

合議体名 

― 

24 
被聴取者氏名、続柄

及び意見書提出状況 
― 

25 

８ 

・ 

９ 

生活歴及び現病歴 

本件聴取

等情報 

26 

９ 

・ 

10 

被聴取者（請求者以

外）からの意見 

27 

10

～

12 

請求者からの聴取内

容のうち、担当委員

の所見、意見聴取全

体を通しての担当委

員の所見及び調査委

員の見解 

本件診断

等情報 

28 

20 
意見書（病院管

理者等） 

意見内容 
本件聴取

等情報 

29 
病院管理者（法人代

表者）の印影 

第３号

イ 
― 

30 
○○指定医及び主治

医の氏名 
第７号 ― 
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31 

対
象
文
書
３ 

21 

・ 

22 
○○に基づく事

前調査書 

「２．調査時の状況

等」のうち、家族構

成、家庭の状況、生

活歴等、申請・通報

等をされた原因（言

動・経緯）、現在の状

況等、現在までの主

な治療歴 

第７号 

本件聴取

情報 

32 22 

「２．調査時の状況

等」のうち、事前調

査にあたっての陳述

者 

― 

33 

23 
○○に関する診

断書（1通目） 

○○指定医の氏名及

び印影、病名及びＩ

ＣＤカテゴリー、重

大な問題行動に関す

る判定、現在の○○

症状、その他の重要

な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項 

本件診断

等情報 

（ただし

指定医の

氏名及び

印影を除

く） 

34 生活歴、現病歴 
本件診断

等情報 

35 24 
○○に関する診

断書（2通目） 

○○指定医の氏名及

び印影、病名及びＩ

ＣＤカテゴリー、重

大な問題行動に関す

る判定、現在の○○

症状、その他の重要

な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項 

本件診断

等情報 

（ただし

指定医の

氏名及び

印影を除

く） 



38 

36 

対

象

文

書

３ 

24 
○○に関する診

断書（2通目） 

生活歴、現病歴並び

に陳述者氏名及び続

柄 

第７号 

本件診断

等情報 

（ただ

し、陳述

者氏名及

び続柄を

除く） 

37 

対
象
文
書
４ 

2 起案文 
○○委員の所属合議

体名 
― 

38 

3 起案文別記 

「５ 付帯意見」の

うち、医療機関宛

て、家族等宛ての意

見 

― 

39 
家族等の氏名及び続

柄 
第２号 ― 

40 
5 

・ 

6 

施行文 

「４ 付帯意見」（２

枚目、３枚目） 
第７号 ― 

41 
家族等の氏名（３枚

目） 
第２号 ― 

42 
8 

・ 

9 

案文 

「４ 付帯意見」（案

２、案３） 
第７号 ― 

43 
家族等の氏名（案

３） 
第２号 ― 

44 

10 

・ 

11 

退院等の請求に

係る○○の審査

結果について

（通知） 

○○会長の氏名及び

意見聴取担当委員の

所属合議体名 

第７号 ― 



39 

45 対
象
文
書
４ 

10 

・ 

11 

退院等の請求に

係る○○の審査

結果について

（通知） 

理由要旨 

第７号 

本件診断

等情報 

46 11 
参考意見（病院管理

者宛て、家族宛て） 
― 

47 

対
象
文
書
５ 

２ 

○○の定期病状

報告書（令和3年

10月） 

病院管理者（法人代

表者）の印影 

第３号

イ 
― 

48 

病名及びＩＣＤカテ

ゴリー、入院期間の

履歴、○○後の治療

の内容とその結果、

今後の治療方針、処

遇、看護及び指導の

現状に関する判定、

重大な問題行動に関

する判定、現在の○

○症状、その他の重

要な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項、○○指

定医の氏名 

第７号 

本件診断

等情報 

（ただ

し、指定

医の氏名

を除く） 

49 

生活歴及び現病歴並

びに陳述者の氏名及

び続柄 

本件診断

等情報 

（ただ

し、陳述

者の氏名

及び続柄

を除く） 

50 

定期病状報告書を審

査した○○の合議体

名 

― 



40 

51 

対

象

文

書

６ 

２ 

○○の定期病状

報告書（令和4年

1月） 

病院管理者（法人代

表者）の印影 

第３号

イ 
― 

52 

○○の定期病状

報告書（○○年

○○月） 

病名及びＩＣＤカテ

ゴリー、入院期間の

履歴、○○後の治療

の内容とその結果、

今後の治療方針、処

遇、看護及び指導の

現状に関する判定、

重大な問題行動に関

する判定、現在の○

○症状、その他の重

要な症状、問題行動

等、現在の状態像に

関する判定、診察時

の特記事項、○○指

定医の氏名 

第７号 

本件診断

等情報 

（ただ

し、指定

医の氏名

を除く） 

53 

生活歴及び現病歴並

びに陳述者の氏名及

び続柄 

本件診断

等情報 

（ただ

し、陳述

者の氏名

及び続柄

を除く） 

54 

定期病状報告書を審

査した○○ の合議

体名 

― 

注 「実施機関の不開示理由」欄の、「第２号」は法第７８条第１項第２号に

該当することを、「第３号イ」は同項第３号イに該当することを、「第７号」

は同項第７号に該当することを、それぞれ意味する。 

 


